
令和 6年 10 月 28 日 

 
 
 浦安市長 内田 悦嗣 様 
 
 
                          浦安市職員組合 
                               執行委員長 田中 美麗 
 
 
 
 

２０２４年浦安市職員組合給与確定要求書の提出について 

 
 秋冷の候、貴職におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
また、日頃より地方自治の発展及び労働条件の改善にご尽力いただいていることに対し、敬意と

感謝を申し上げます。 
 さて、下記のとおり、２０２４年確定要求書を提出させていただきます。 
貴職の誠意ある回答を期待いたします。 
 



 

浦安市職員組合確定要求書 

 

１．賃金について 

・賃金、一時金は、職場要求や生活実態をふまえ、会計年度任用職員を含む全職員の物価上昇に見合う

賃金改善を行うこと。 

・地域手当を段階的に 20％まで引き上げ、職員を確保すること。 

 【回答】①給料・諸手当については、これまでどおり人事院勧告等を尊重する。 

【回答】②国及び県、近隣自治体の状況等を考慮しつつ、人材確保や人事管理面への影響などを踏ま

えて、慎重に検討をしていく必要があると考えているが、現状ではさらなる拡充は考えていない 。 

２．時間外労働（働き方改革）について 

・時間外労働の縮減に努めるとともに、係長兼務の課長補佐においては兼務している時点で人員が不

足しているので、各職場の実態を把握し、きちんと職員の配置をすること。 

・時間外労働を月４５時間以内、年３６０時間以内とすること。 

・週休日に勤務または他課の応援に従事した際には、振替か手当かは、職員が選択出来るようにする

こと。 

・業務と業務の間を最低１１時間以上あけること。 

  【回答】①②人員配置については、各所属へのヒアリングを行い、職員の経験年数等などを考慮し 

ながら可能な範囲の配置に努めている。 

令和2年度より、勤務時間の規則改正を行い、時間外勤務の上限時間を設定している。併せて策定 

した時 間外勤務の縮減に関する指針により、職員の心身健康維持のため、これまで以上に長時間 

労働への対策 を図っていく。 

【回答】③健康管理の面からも、引き続き振替休日の取得を原則としていく。 

【回答】④終業から次の始業までの休息時間の確保については、国においても制度の促進に力を入 

れているところであり、本市においても、国や県の動向を注視するとともに、引き続き休息時間

の確保に努めていく。 

３．定年延長について 

・定年年齢の段階的引き上げを行う際には、誰もが働き続けられる環境と仕事を整備すること。 

・年齢による賃金削減を行わず、生活できる賃金、諸手当を保証すること。 

【回答】①60歳以降の職員の職務については、長年培った能力や経験を有効に発揮できることを念頭に、  

困難な業務に関し、自らが手本を示すなど、次世代へ知見の伝承を行うことを基本とし、体力面や安 

全衛生等の観点も考慮したものとする。 

【回答】②60歳以降の職員の給料・諸手当については、国及び県の取り扱いに準拠していく。 

 

４．少子化対策・次世代育成支援・子育て支援及び女性の職業生活と家庭生活との両立支援の立場から、 

それらに関連する休暇制度を確立すること。「子の看護」休暇を「子育て休暇」として、看護のみな

らず、学校行事などの参加も認めること。また、範囲を子の中学卒業まで認めること。なお、事務職

基準で考えることなく、保育園や幼稚園に従事する職員のことも十分勘案すること。 

 【回答】「子の看護休暇」については、これまで対象となる子の範囲や付与日数、取得要件について拡 

大を図ってきたところである。現状ではさらなる拡充は考えていない。 



５．育児休暇の部分休業について、これまで、子が６歳になった次の３月３１日までとなっているが、

小学校3年生まで延長すること。なお、事務職基準で考えることなく、保育園や幼稚園に従事する職

員のことも十分勘案すること。 

 【回答】部分休業については、小学校就学の始期に達するまでの子を育児休業を取得せず養育しつつ

勤務する場合に公務の運営に支障のない範囲で認める制度であり、現状ではさらなる拡充は考えていな

い。 

６. 育児短時間勤務制度を導入すること。  

【回答】国に準拠した制度のため、現状では更なる拡充は考えていない。 

７．人事評価制度については、職員の誰もが意欲をもって働き、住民に信頼される中立・公正な地方行政

を確保する観点から、評価結果を賃金や手当に反映させないこと。 

【回答】人事評価に基づき特に成績が良好であった職員に報いることは、職員の意欲の向上や業務効率 

化、組織活性化につながり、職場環境の改善に資するものと考えている。 

８．現業職員と非現業職員との賃金、昇格の格差をなくすこと。 

【回答】適切な賃金設定と考えている。 

９．現業職員の仕事は、市民生活との関わりが大きく、より一層重要性が確認され、他市では現業職員

の採用が行われている。直営の堅持と正規職員の新規採用を行なうこと。 

【回答】現業職員の採用は、現状、適正なものと考えている。 

 

１０．保育園、幼稚園・こども園など、子どもの命を預かる現場での人員不足は、事故や質の低下に直 

結する。安全な環境の中で子どもの発達が保障されるよう、人員の足りない職場においては正規職員 

の補充を行うこと。 

【回答】保育園、幼稚園・認定こども園の正規職員の配置については、国の配置基準や本市の実情を踏

まえ、適正な配置に努めていく。 

１１．カスタマーハラスメントへの対応についての全庁的なルールを整備すること。 

【回答】他自治体において実施している有効な対策を参考としながら、マニュアルの策定等に取り組ん 

でいく。 


